
（農業委員・農地利用最適化推進委員の担当区域の詳細） 

区域名 区        域 

第３区 

荒木町、荒木新保町、稲津町、篠尾町、宿布町、成願寺町、高尾町、栂野町、前

波町、安波賀中島町、安波賀町、鹿俣町、城戸ノ内町、浄教寺町、西新町、東新

町、円成寺町、上東郷町、上毘沙門町、下東郷町、下毘沙門町、小路町、東郷中

島町、東郷二ケ町、栃泉町、中毘沙門町、深見町、南山町、安原町、脇三ケ町、

上莇生田町、上六条町、小稲津町、下莇生田町、下六条町、天王町、江端町、別

所町、大町、大町１丁目、大町２丁目、下荒井町、大島町、花堂南１丁目、花堂

南２丁目、花堂北１丁目、花堂北２丁目、花堂東１丁目、花堂東２丁目、小山谷

町、みのり１丁目、みのり２丁目、みのり３丁目、みのり４丁目、木田町、木田

１丁目、木田２丁目、木田３丁目、下馬町、下馬１丁目、下馬２丁目、下馬３丁

目、板垣町、板垣１丁目、板垣２丁目、板垣３丁目、板垣４丁目、板垣５丁目、

西板垣町、馬垣町、羽水１丁目、羽水２丁目、羽水３丁目、春日町、春日１丁

目、春日２丁目、春日３丁目、一本木町、月見１丁目、月見２丁目、月見３丁

目、月見４丁目、月見５丁目、西木田１丁目、西木田２丁目、西木田３丁目、西

木田４丁目、西木田５丁目、毛矢１丁目、毛矢２丁目、毛矢３丁目、左内町、有

楽町、足羽上町、足羽１丁目、足羽２丁目、足羽３丁目、足羽４丁目、足羽５丁

目、桃園１丁目、桃園２丁目、つくも１丁目、つくも２丁目、花堂中１丁目、花

堂中２丁目、大久保町、福島町、宇坂大谷町、高田町、田尻町、三万谷町、宇坂

別所町、市波町、奈良瀬町、小和清水町、獺ケ口町、皿谷町、所谷町、西中町、

美山大谷町、篭谷町、吉山町、東川上町、計石町、野波町、東俣町、南西俣町、

南宮地町、大宮町、縫原町、仁位町、薬師町、間戸町、中手町、神当部町、味見

河内町、南野津又町、小当見町、西市布町、折立町、赤谷町、横越町、東河原

町、西河原町、朝谷町、小宇坂町、蔵作町、西天田町、東天田町、小宇坂島町、

椙谷町、境寺町、美山町及び品ケ瀬町の各区域 

 


